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　 ４月以降、まん延防止等重点措置や緊急事態宣言措置に伴う道の要請などにより、影響が及んでいる

幅広い事業者に対する支援として、休業・時短要請等の協力支援金対象事業者以外で、国の月次支援金

の対象とならない方々を対象に、別区分の一時金を設け、給付します。

　①時短対象飲食店等との取引がある事業者

　②外出・往来の自粛要請等による影響を受けた事業者

　※対象事業者　飲食事業者（休業・時短要請対象外の飲食店等）、宿泊事業者

　　　旅客・運送業、観光施設運営、小売店（土産物・雑貨店等）、理美容室

　　　マッサージ店、整骨院、エステ店、結婚式場、運転代行業等　（対象事業者は

　　　一例ですので、この他に該当になりそうであればご確認をお願いいたします）

　①2021年4月～7月のいずれかの月の売上が対前年または前々年同月比

　　　で30％～50％未満減少した月があること

　　※売上を前年の比較できない新規開業の方々等への特例措置も実施予定

　　※仮に、まん延防止等重点措置等が延長された場合は、対象月の延長を予定

　中小法人等　１０万円　個人事業者等　５万円

　2021年7月2日から9月30日まで

　電子申請及び郵送申請

　※郵送の場合は、簡易書留や一般書留、レターパックプラス（郵便物の追跡が

　できる方法）で郵送となります。

　◎収受日付印の付いた確定申告書の控え

　◎2021年4月から2021年7月までの間で、対前年または前々年同月比で

　　30％～50％未満が減少している月（対象月）の月間事業収入がわかる売上台帳

　◎代表者または個人事業者等が自署した宣誓・同意書

　◎運転免許証（両面）、マイナンバーカード等（個人事業主の場合）

　◎履歴事項全部証明書（法人等の場合）

　◎通帳の写し

　※上記のほかに、必要に応じて事務局から追加の書類を求める場合があります

【お問合せ・ご相談】　北海道特別支援金コールセンター　℡011-351-4101
【申請・詳細HP】　 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/

要 件 １

要 件 ２

給 付 額

受 付 期 間

申 請 方 法

必 要 書 類

北 海 道 特 別 支 援 金 Ｂ

 

 

















【各種イベント中止のお知らせ】

新型コロナウイルスの影響により、下記のイベントが中止となりますのでお知らせ致します。

【砂川納涼花火大会、ラブ・リバー砂川夏祭り】 【砂川市民まつり（露店）、子供みこし】

【あさひサマーフェスティバル】 【中央商店街盆踊り】 【砂川お祭り広場】
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お問い合わせ・お申し込みは … 砂川商工会議所又は下記まで
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が ん 検 診 の ご 案 内
砂川市は30歳から乳がん検診が受けられます。２人に１人ががんになる時代ですので、年に１度は

がん検診を受けましょう！
また、検診費用の約４割は砂川市が補助していますので、低料金でがん検診が受けられます。

２人に１人ががんになる時代です。年に１度はがん検診を受けましょう！検診費用の約4割は砂川市が補
助してますので、低料金でがん検診が受けられます。なお、「すながわ健康ポイント事業」の特典『健（検）
診チケット』をお持ちの方は使用できます（ピロリ菌検査は除く）。

「胃・肺・大腸がん検診」すながわ健康ポイント対象事業
▲と き １１月８日（日）

▲受付時間 「３密」を避けるため、受付時間は下記のとおりとなります。（各時間定員23人）
①６：００～６：３０ ②６：３０～７：００ ③７：００～７：３０
④７：３０～８：００ ⑤８：００～８：３０ ⑥８：３０～９：００
⑦９：００～９：３０ ⑧９：３０～１０：００（大腸がん検診のみ）

▲と こ ろ ふれあいセンター

▲対 象 40歳以上の砂川市民 （ピロリ菌検査は20歳から可能）

▲料 金 ・胃 が ん（バリウム検査） 2,000円
・肺 が ん（レントゲン検査） 600円
・喀痰検査（喫煙本数の多い方、たんがよく出る方） 1,100円※当日受付
・大腸がん（便潜血検査） 1,000円
・ピロリ菌検査（検便検査） 3,300円

※ピロリ菌検査は、40歳以上は胃がん検診を受ける方が対象、20歳～39歳はピロリ菌検査のみ受診可能。
※砂川市国民健康保険、後期高齢者医療保険加入者は上記の料金より半額となります。ただし、ピロリ菌
検査は半額にはなりません。

◎申 込 期 限 １０月１５日（木）
◎詳細、申込み ふれあいセンター ℡ 52-2000へ

 

 











休業等の要請期間の延長について
令和３年５月28日、政府において一部区域の５月31日で期限を迎える緊急事態宣言
の６月20日までの延長が決定し、北海道においても、「緊急事態措置」を６月20日まで
延長するとともに、休業等の要請期間を、６月20日まで延長することとなりました。

  措置地域の対象施設のうち、営業時間の短縮等により、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策

にご協力いただいた施設（店舗）を管理する事業者を対象に、支援金を支給いたします。

　飲食店、カラオケ店、結婚式場

　下記の要請期間・内容の全てにおいて取り組んだ事業者が対象となります

　◎令和3年6月1日（火）～6月20日（日）

　※6月2日（水）以降からご協力いただいた場合は支給要件を満たしません

　①営業時間は５時から２０時まで

　②酒類の提供（利用者による酒類の店内持込を認めている飲食店を含む）は

　　１１時から１９時まで

　③「業種別ガイドライン」を遵守する（https://corona.go.jp/prevention/)

　◎中小企業・個人事業者

　　1店舗1日あたりの売上高に応じて、1店舗毎に2.5万円～7.5万円/日または

　　1店舗1日あたりの売上高の減少額に応じて、1店舗毎に最大20万円/日

　◎大企業

　　1店舗1日当たりの売上高の減少額に応じて、1店舗毎に最大20万円/日

　令和3年6月21日（月）から8月31日（火）まで【消印有効】

　電子申請（準備中）及び郵送申請

　※郵送の場合は、簡易書留や一般書留、レターパックプラス（郵便物の追跡が

　できる方法）で郵送となります。

【申請書類の郵送先】　　〒063-8691　札幌西郵便局　郵便私書箱第39号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　緊急事態措置協力支援金（飲食店等）６月分係

　◎申請書及び誓約書　（当所でもご用意しています）

　◎売上高及び営業実態が確認できるもの

　◎営業に必要な許可を取得していることがわかるもの

　◎業種・業態・従前の営業時間が確認できるもの

　◎要請に応じていただいたことがわかるもの

　◎口座振替を希望する口座の通帳の写し

　◎本人確認書類の写し（個人事業者のみ）

※下記のいずれかに該当する場合は、提出省略可能な書類があります。

　　それぞれの場合において省略可能な書類が異なりますので、申請に

　　当たっては、「必要書類チェックリスト」をご参照ください。

　①5月分を既に申請済みで支給通知を受けた方

　②5月分を申請中の方

　③今回、5月分と6月分を同時に申請される方

【お問合せ・ご相談】　砂川商工会議所　℡0125-52-4294

北海道感染防止対策協力支援金事務局　℡011-350-7377

【申請・詳細HP】　 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/

対 象 施 設

受 付 期 間

要請期間・内容

支 給 金 額

申 請 書 類

申 請 方 法

緊急事態措置協力支援金【６月分】
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生活保護受給者の方も健診が受けられますのでお問い合わせ下さい

令
和
３
年
度

事
業
計
画
・
予
算
が
決
定
！

科 目 ･ 会 計 一般会計 事業サービス会計 相 談 所 合 計

会 費 13,172 13,172

負 担 金 472 472

市 補 助 金 58,927 2,838 61,765

道 補 助 金 16,829 16,829

事 業 収 入 8,751 8,751

一般会計繰入金 989 1,709 2,698

そ の 他 1,323 1,323

雑 収 入 1 84 8 93

繰 越 金 4,650 4,650

合 計 78,545 9,824 21,384 109,753

科 目 ･ 会 計 一般会計 事業サービス会計 相 談 所 合 計

事業・会議費 57,721 1,043 58,764

管 理・事務費 7,265 9,349 19,349 35,963

特別会計繰出金 2,698 2,698

公 課 分 担 金 1,297 80 15 1,392

そ の 他 3,546 395 977 4,918

次 期 繰 越 金 6,018 6,018

合 計 78,545 9,824 21,384 109,753

令和２年度 砂 川 商 工 会 議 所 決 算 総 括 表
自 令和２年４月１日 ～ 至 令和３年３月３１日

収入の部 （単位：千円） 支出の部 （単位：千円）

Ｙ
Ｅ
Ｇ
の
う
ご
き
５
月

「
国
道
一
直
線
花
い
っ
ぱ
い
運
動
」

が
５
月
27
日
(木
)に
ス
タ
ー
ト
し
、

５
，
０
０
０
株
の
マ
リ
ー
ゴ
ー
ル
ド

で
砂
川
の
街
が
彩
ら
れ
ま
し
た
。

今
年
で
20
年
目
と
な
る
こ
の
事

業
は
、
北
海
道
開
発
局
の
支
援
の

も
と
、
砂
川
商
店
会
連
合
会
が
主

体
と
な
り
国
道
12
号
線
の
植
樹
桝

を
花
壇
と
し
て
美
化
・
清
掃
し
、

商
店
街
の
賑
わ
い
と
潤
い
の
創
出

を
目
的
と
し
て
実
施
し
て
い
ま

す
。
区
間
は
北
５
丁
目
か
ら
南
12

丁
目
ま
で
の
２
，
３
０
０
メ
ー
ト

ル
の
間
で
、
商
店
会
の
な
い
区
域

に
つ
い
て
は
沿
線
の
町
内
会
、
近

隣
事
業
所
等
の
協
力
を
受
け
て
事

業
を
実
施
し
ま
す
。
ま
た
、
毎
月

第
一
土
曜
日
を
一
斉
清
掃
日
と
し

て
、
植
樹
桝
を
清
掃
す
る
ほ
か
、

中
心
市
街
地
の
美
化
活
動
を
行
う

予
定
で
す
。
運
動
期
間
は
10
月
14

日
（
木
）
ま
で
の
予
定
に
な
っ
て

お
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
事
業
に
連
動
し

「
も
っ
と
花
い
っ
ぱ
い
運
動
」
が

５
月
26
日（
水
）に
ス
タ
ー
ト
し
、

駅
前
・
市
立
病
院
通
り
と
十
字
街

沿
線
に
、２
，６
４
０
株
の
マ
リ
ー

ゴ
ー
ル
ド
の
植
花
及
び
プ
ラ
ン

タ
ー
の
設
置
を
し
ま
し
た
。
こ
ち

ら
は
砂
川
も
っ
と
花
い
っ
ぱ
い
運

動
推
進
協
議
会
が
行
っ
て
い
る
事

業
で
、
地
先
の
商
店
主
や
住
民
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
参
加
を
受
け
な

が
ら
10
月
末
日
ま
で
事
業
を
実
施

す
る
予
定
で
す
。
き
れ
い
な
花
で

彩
ら
れ
た
砂
川
の
街
を
ぜ
ひ
散
策

し
て
み
て
下
さ
い
。
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小
規
模
企
業
共
済

は
？

小
規
模
企
業
共
済
制
度

は
、
小
規
模
企
業
の
個
人
事

業
主（
共
同
経
営
者
を
含
む
）

ま
た
は
会
社
等
の
役
員
の
方

が
事
業
を
や
め
ら
れ
た
り
、

退
職
さ
れ
た
り
し
た
場
合

に
、
生
活
の
安
定
や
事
業
の

再
建
を
図
る
た
め
の
資
金
を

あ
ら
か
じ
め
準
備
し
て
お
く

共
済
制
度
で
す
。
い
わ
ば

「
経
営
者
の
退
職
金
制
度
」

と
い
え
ま
す
。

制
度
の
特
色

①
安
心
・
確
実
な
国
（
独
立

行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤

整
備
機
構
）
の
共
済
制
度

②
税
制
面
で
大
き
な
メ
リ
ッ
ト

◎
掛

金
・・・
全
額
が「
小

規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控

除
」
と
し
て
、
課
税
対
象

所
得
か
ら
控
除
で
き
ま

す
。（
１
年
以
内
の
前
納

掛
金
も
同
様
で
す
）

◎
共
済
金
・
・
・
退
職
所
得

扱
い
（
一
括
受
取
り
）
ま

た
は
公
的
年
金
等
の
雑
所

得
扱
い
（
分
割
受
取
り
）

③
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
に
合
わ

せ
た
共
済
金
の
受
取
方
法

が
選
べ
ま
す

④
事
業
資
金
等
の
貸
付
制

度
も
充
実

加
入
で
き
る
人
は
？

常
時
使
用
す
る
従
業
員
が

20
人
以
下
（
宿
泊
業
・
娯
楽

業
を
除
く
サ
ー
ビ
ス
業
、
商

業
で
は
５
人
以
下
）
の
個
人

事
業
主
、
共
同
経
営
者
（
個

人
事
業
主
１
人
に
つ
き
２
人

ま
で
）
及
び
会
社
の
役
員
が

加
入
で
き
ま
す
。

毎
月
の
掛
金
は
？

掛
金
月
額
は
１
，０
０
０
円

～
７
０
，
０
０
０
円
の
範
囲

内
（
５
０
０
円
単
位
）
で
自

由
に
選
べ
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
相
談
業
務

課（
Ｔ
Ｅ
Ｌ
52

４
２
９
４
）

ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

掛金納付年数 ５年 １０年 １５年 ２０年 ３０年 共 済 事 由 等掛金合計額 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,600,000

共済金Ａ 621,400 1,290,600 2,011,000 2,786,400 4,348,000
◎個人事業の廃止・死亡
（配偶者又は子への事業譲渡含む）
◎個人事業主の廃業に伴う共同経営者の退任
◎共同経営者の疾病または負傷による退任
◎会社等の解散 など

共済金Ｂ 614,600 1,260,800 1,940,400 2,658,800 4,211,800
◎老齢給付
（６５歳以上で１８０か月以上掛金を納付した方）
◎会社等役員の疾病・負傷・６５歳以上による退任

など

準共済金 600,000 1,200,000 1,800,000 2,419,500 3,832,740
◎法人成りし、その会社の役員に就任しなかった
◎法人成りし、その会社の役員に就任した
（役員たる小規模企業者となったときを除く）
◎会社等の役員の退任
（疾病・負傷・６５歳以上・死亡・解散を除く） など

解約手当金
■掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80％～120％相当額が受け取れます。
掛金納付月数が240ヵ月（20年）未満での受取額は、掛金合計額を下回りま
す。

◎任意解約
◎掛金を12ヵ月分以上滞納したとき
◎法人成りし、その会社の役員たる小規模企業者と
なった など

共済金等の受け取りについて 掛金 毎月 10,000円の場合 （単位：円）







（４）令和３年７月５日発行 な な か ま ど
▽
㈲
ア
イ
ア
ー
ク
ス

（
セ
イ
コ
ー
マ
ー
ト
砂
川
南
店
）

代
表
取
締
役

石
田

恵
子

砂
川
市
西
１
条
南
11
丁
目
１
㿌
６

Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
１
２
５
㿌
55
㿌
２
５
１
５

業
種

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

<
会
議
所
所
属
部
会
>

商
業
部
会

▽
㈲
角
ヤ
西
川
商
店

(セ
イ
コ
ー
マ
ー
ト
砂
川
空
知
太
店
）

代
表
取
締
役

老
田

正

砂
川
市
空
知
太
東
２
条
２
丁
目
４
㿌
15

Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
１
２
５
㿌
53
㿌
３
５
５
５

業
種

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

<
会
議
所
所
属
部
会
>

商
業
部
会

☆
ご
入
会
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

６
月
26
日
（
金
）
に
開
催
予
定
で

し
た
「
第
24
回
砂
川
夜
の
酔
人
ロ
ー

ド
・
は
し
ご
酒
大
会
」
は
、
6
月
6

日
に
発
生
し
た
飲
酒
事
故
で
死
傷
者

が
発
生
し
た
こ
と
か
ら
中
止
と
な
り

ま
し
た
。

今
後
は
、
社
交
飲
食
協
会
会
員
が

一
丸
と
な
っ
て
飲
酒
運
転
撲
滅
の
啓

発
活
動
を
行
い
、
来
年
の
開
催
に
向

け
努
力
を
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

な
お
、
前
売
券
の
払
い
戻
し
に
つ

い
て
は
6
月
26
日
（
金
）
ま
で
は
購

入
し
た
各
店
舗
に
て
、
6
月
29
日

（
月
)～
7
月
31
日
(金
)ま
で
商
工
会

議
所
で
前
売
券
と
引
き
換
え
に
て
対

応
い
た
し
ま
す
。

３
日
▼
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
販
売

（
５
日
ま
で
）

砂
川
市
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

ゆ
う

７
日
▼
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
販
売

（
30
日
ま
で
）

会
議
所

14
日
▼
道
商
連
第
１
８
４
回
常
議
員

会
・
第
１
９
４
回
通
常
会
員

総
会
合
同
会
議

Ｗ
Ｅ
Ｂ

15
日
▼
第
３
回
三
役
会

会
議
所

17
日
▼
第
２
回
砂
商
連
三
役
会会

議
所

21
日
▼
第
３
回
広
報
委
員
会書

面
決
議

25
日
▼
会
員
事
業
所
健
康
サ
ポ
ー
ト

事
業
（
健
康
診
断
）

砂
川
市
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

ゆ
う

29
日
▼
第
２
回
砂
商
連
役
員
会会

議
所

会
議
所
の
う
ご
き
６
月

委
員
会
の
う
ご
き
８
月


















































は
し
ご
酒
大
会
に
つ
い
て

 

 





























北
海
道
胆
振
東
部
地
震
に

係
る
特
別
相
談
窓
口
の

開
設
に
つ

て

当
商
工
会
議
所
で
は
、
平
成
30

年
９
月
６
日
の
地
震
に
よ
り
、
経

営
に
影
響
を
受
け
て
い
る
中
小
企

業
者
等
の
経
営
及
び
金
融
の
相
談

に
対
応
す
る
た
め
、
特
別
相
談
窓

口
を
開
設
し
て
お
り
ま
す
。

ど
う
ぞ
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

開
設
場
所

砂
川
商
工
会
議
所

相
談
業
務
課

℡

５
２
㿌
４
２
９
４

第
２
回
経
済
政
策
特
別
委
員
会
開
催

第
２
回
総
務
委
員
会
開
催

第
１
回
商
業
委
員
会
開
催

会
議
所
の
う
ご
き
６
月

第
３
回
工
業
委
員
会
開
催

お
買
い
物
は
地
元
商
店
街
で
！

道
路
功
労
者
表
彰
受
賞

委
員
会
の
う
ご
き
６
月

商
工
会
議
所
会
員

優
待
サ
ー
ビ
ス
事
業

「
Ｃ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
」
を

ご
利
用
下
さ
い

第
４
回
経
済
政
策
特
別
委
員
会
開
催

 

 



































































































砂
川
商
工
会
議
所
職
員
発
令

９
月
１
日
付
け
の
発
令
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

相
談
業
務
課
嘱
託

（
事
務
局
次
長
兼
相
談
所
長
）

作
田

清
之

事
務
局
次
長
兼
相
談
所
長

（
相
談
業
務
課
長
）河原

正
一

相
談
業
務
課
長

（
相
談
業
務
課
主
事
）

水
島

和
彦

第
３
回
広
報
委
員
会
開
催

第
１
回
総
務
委
員
会
開
催

第
１
回
３
号
議
員
選
任
委
員
会
開
催

第
２
回
会
頭
推
薦
委
員
会
開
催

第
３
回
広
報
委
員
会
が
書
面
に
て

開
催
さ
れ
、
次
の
議
案
に
つ
い
て
審

議
さ
れ
ま
し
た
。

▽

議

事

（
１
）
掲
載
記
事
の
検
討
に
つ
い
て

会
議
所
の
う
ご
き
10
月

９
日
▼
第
４
回
三
役
会

会
議
所

26
日
▼
第
４
回
広
報
委
員
会

会
議
所

27
日
▼
第
２
回
常
議
員
会

会
議
所

新
入
会
員
の

募
集
に
つ
い
て

当
所
で
は
、
よ
り
多
く
の
商
工
業

者
の
総
意
を
商
工
会
議
所
活
動
に
反

映
し
、
組
織
力
強
化
と
財
政
基
盤
の

確
立
を
図
る
た
め
、
新
規
会
員
企
業

の
加
入
を
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。

ご
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
、
必
要
書

類
な
ど
を
す
ぐ
に
お
届
け
い
た
し
ま

す
の
で
、
お
取
引
先
や
お
知
り
合
い
で

ま
だ
当
所
に
未
加
入
の
事
業
所
が
ご

ざ
い
ま
し
た
ら
、
是
非
ご
紹
介
下
さ
い

ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
は
、
砂
川
商
工
会

議
所

総
務
課
（
℡

52
㿌
４
２

９
４
）ま
で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

25
日
▼
第
３
回
理
事
会

会
議
所

Ｙ
Ｅ
Ｇ
の
う
ご
き
９
月

行
政
要
望
の

取
り
ま
と
め
に
つ
い
て

お
買
い
物
は
地
元
商
店
街
で
！

報

告

会
議
所
の
う
ご
き
７
月

予
定

ク
ー
ル
ビ
ズ

実
施
の
お
知
ら
せ

砂
川
商
工
会
議
所
で
は
、
左

記
の
期
間
に
ク
ー
ル
ビ
ズ
を
実

施
い
た
し
ま
す
。
皆
様
の
ご
理

解
と
ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

実
施
期
間

令
和
３
年
６
月
１
日
～

９
月
末
日
ま
で

▽
ラ
ー
メ
ン
け
ん
し
ろ
う

代
表

渡
邊

賢
志
郎

様

砂
川
市
西
２
条
北
１
丁
目
１
㿌
８

プ
レ
ジ
デ
ン
ト
観
光
ビ
ル
１
Ｆ

業
種

飲
食
業

<
会
議
所
所
属
部
会
>

サ
ー
ビ
ス
部
会

▽
ダ
ン
ス
ク
ラ
ブ
赤
い
靴

代
表

福
永

茂
樹

様

砂
川
市
西
２
条
南
１
丁
目
１
㿌
２

山
一
観
光
ビ
ル

業
種

ダ
ン
ス
教
室

<
会
議
所
所
属
部
会
>

サ
ー
ビ
ス
部
会

常
議
員
会
の
う
ご
き
５
月

第
１
回
常
議
員
会
開
催

会
員
の
皆
様
へ

会
費
の
自
動
口
座
振
替
の

お
願
い
に
つ
い
て

商
工
会
議
所
会
費
の
納
入
に
つ
い

て
、
事
務
の
効
率
化
、
振
込
手
数
料

等
経
費
の
削
減
を
図
る
た
め
、
会
費

の
自
動
口
座
振
替
を
お
願
い
し
て
お

り
ま
す
。

新
た
に
自
動
口
座
振
替
を
ご
希
望

の
方
、
又
は
指
定
口
座
の
変
更
さ
れ

る
方
は
、
会
議
所
窓
口
に
て
手
続
き

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
宜
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は

砂
川
商
工
会
議
所
総
務
課

（
℡

52
-４
２
９
４
）
ま
で

お
気
軽
に
ご
連
絡
下
さ
い
。

納
期
の
特
例
を
申
請
さ
れ
て
い
る

事
業
所
に
つ
き
ま
し
て
は
、
７
月
12

日
（
月
）
ま
で
に
、
１
月
～
６
月
分

ま
で
の
源
泉
徴
収
の
処
理
を
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

当
所
で
は
、
下
記
の
日
程
で
源
泉

徴
収
の
事
務
処
理
個
別
相
談
を
開
催

い
た
し
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
来

所
く
だ
さ
い
。

▽
日

時

令
和
３
年
７
月
６
日
（
火
）
～

７
日
（
水
）

午
前
10
時
～
午
後
４
時
ま
で

▽
場

所

砂
川
商
工
会
議
所

第
１
会
議
室

▽
持
ち
物

○
令
和
３
年
の
源
泉
徴
収
簿

○
扶
養
者
異
動
届

○
賃
金
台
帳

○
印
鑑

「
納
期
の
特
例
」
と
は
？

給
与
等
を
受
け
取
る
者
（
従
業
員

な
ど
）
が
十
人
未
満
の
会
社
や
個
人

事
業
主
は
、「
源
泉
徴
収
所
得
税
の

納
期
の
特
例
の
承
認
に
関
す
る
申
請

書
」
を
税
務
署
に
提
出
し
て
認
可
を

受
け
れ
ば
、
源
泉
徴
収
し
た
所
得
税

を
毎
月
で
は
な
く
、
年
２
回
に
分
け

て
納
付
す
る
事
が
で
き
ま
す
。

源
泉
徴
収

事
務
処
理
個
別
相
談

▽
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ェ
リ
ー
ラ
フ
ィ

す
な
が
わ

代
表

出
合

祐
太

様

砂
川
市
東
１
条
南
２
丁
目
１
㿌
12

業
種

製
造
業

<
会
議
所
所
属
部
会
>

商
業
部
会

▽
ス
ナ
ッ
ク
ま
り

代
表

嶋
村

政
子

様

砂
川
市
東
１
条
北
２
丁
目
１
㿌
21

業
種

飲
食
業

<
会
議
所
所
属
部
会
>

サ
ー
ビ
ス
部
会

☆
ご
入
会
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。

 

 





























イ
ベ
ン
ト
中
止

▼
砂
川
納
涼
花
火
大
会
・

ラ
ブ
･リ
バ
ー
砂
川
夏
祭
り

▼
子
ど
も
み
こ
し

議
員
職
務
執
行
者
変
更

当
所
議
員
職
務
執
行
者
が
変
更

と
な
り
ま
し
た
の
で
次
の
と
お
り

お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

▽
㈱
北
海
道
銀
行
砂
川
支
店

支
店
長

葛

西

英

剛

様

令
和
３
年
６
月
１
日
付


